
きらきらキッズ 一時預かり事業重要事項説明書  

 保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。 

 
１ 共同企業名の住所及び名称 

企業名 三浦工業㈱ 医療法人 佑心會 社会福祉法人福角会 
住 所 松山市堀江町 7 番地 松山市福角町甲 1582 番地 松山市福角町甲 1829 番地 

 
２ 事業者の運営主体 
事 業 者 の 名 称 社会福祉法人 福角会 
事 業 者 の 所 在 地 愛媛県松山市福角町甲１８２９番地 
事業者の電話番号・ＦＡＸ 電話 089-978-5855 FAX089-978-5856 

代 表 者 氏 名 理事長 山﨑 隆 
定款の目的に定めた事業 第１種社会福祉事業 障害者支援施設の経営 

 
３ 事業の概要 
種 別 余裕活用型一時預かり事業 

名 称 きらきらキッズ 

所 在 地 愛媛県松山市福角町甲１２８５番地１ 

電 話 番 号 ・ Ｆ Ａ Ｘ 電話 089-995-8528  FAX089-995-8529 

責 任 者 氏 名 園長 江戸 卓郎 

開 設 年 月 日 平成２８年４月１日 

一時預 かり事業開始年月 日 平成３１年４月１日 

利 用 定 員 
余裕活用型のため随時変動 

（本体事業とあわせて２０名定員） 

 
４ 施設・設備の概要  

敷地面積 2074 ㎡ 

園 舎 
構 造 

鉄骨造  2 階建て  建築面積

915.48 ㎡ 
延 床 面 積 1330.46 ㎡ 

施設設備の数と面積 

乳児・ほふく室 1 室 53.96 ㎡ 

保 育 室 1 室 20.3 ㎡ 

沐 浴 室 1 室 7.5 ㎡ 

調 理 室 1 室 38.72 ㎡ 

調 乳 室 1 室 3.28 ㎡ 
幼 児 ・ 乳 児 用 ト イ レ 4 個 6.75 ㎡ 
医 務 室 1 室 4.65 ㎡ 
収 納 1 室 2.7 ㎡ 

布 団 保 管 室 1 室 7.5 ㎡ 

バ ル コ ニ ー 1 室 34 ㎡ 
設 備 の 種 類 冷暖房等・防犯設備 

屋 外 遊 戯 場 （ 園 庭 ） 屋外遊戯場    393.91 ㎡（砂場 6 ㎡） 
 
 



５ 事業の目的、運営方針 

目 的 
きらきらキッズは、児童福祉法の設備及び運営に関する基準に基づき、

家庭的保育事業・一時預かり事業等を利用する乳児及び幼児を日々 
受け入れ、保育事業を行うこととする。 

運 営 方 針 

保育理念 
・家族が安心して仕事に従事できるよう、子ども一人ひとりを 
大切にし、心身ともに健やかに育つ保育所型事業所内保育所を 
目指します。 

保育方針 
・子ども一人ひとりの発達をふまえた保育を行います。 
・子ども一人ひとりの思いに寄り添い、豊かな感情を育てます。 
・子どもが安心して生活できる環境を整えます。 
保育目標 
・元気な子  ・遊べる子  ・やさしい子 

 
６ 職員体制 
責 任 者     1 人  

保 育 士     5 人 以上 

調 理 員 1人 以上 

 

７ 保育を提供する日 

開 所 日 月曜日から土曜日 

休 所 日 

日曜日・祝日・年末年始12/29～1/3 

※その他、警戒レベル４以上が発令される災害時には状況に応じ 

休園になることがあります 

 

８ 保育を提供する時間 

月 曜 ～ 金 曜 日 

8：30から 17：30まで 午前のみ・午後のみも可 

相談に応じて延長可能 

（朝 7:30～8:30  夕 17:30～18:30） 

土 曜 日 8：30分から 17：00分まで 午前のみ・午後のみも可 

 
９ 利用料金（利用者負担金） 

一日利用 1,200 円（おやつ代 100円を含む） 

午前半日利用  8：30～12：30 

午後半日利用  12：31～17：30 

 600 円（おやつ代 30円を含む） 

  600 円（おやつ代 70円を含む） 

給食費（別途徴収） 350 円（一日、午前の半日のみ利用可能） 

延長保育 

7：30～8：29および 17：31～18：30 
30 分あたり 200円 

   
 
 
 
 
 
 



10 支払方法 
利用者負担金等は当月末日精算の翌々月 10日払いです。 

・指定の口座から自動引き落としでお願いします。(手数料無料) 

・振込での支払いを希望される場合はお申し出ください。また、振込の際は下記の口座に

振り込みを行って下さい。尚、振込手数料は各個人でご負担願います。 

〇伊予銀行 堀江支店 普通預金 口座番号 1411993 

   社会福祉法人 福角会 きらきらキッズ 理事長 山﨑 隆 

・現金での取り扱いは行いません。 

 
11 提供する保育・教育の内容 
・当園は、良質な水準かつ適切な内容の保育の提供を行うことにより、全ての子どもが 

健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。 

・保育の提供にあたっては、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に 

増進するため、利用子どもの意思及び人格を尊重して保育を提供するよう努める。 

・当園は、利用する子どもの属する家庭及び地域との結び付きを重視した運営を 

行うとともにその支援を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育 

施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は 

保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

・当園は、子ども子育て支援法(平成24年8月22日法律65号)並びに「松山市家庭的 

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」（平成26年7月11日松山市条例 

第52）、保育所保育指針（平成二十年三月二十八日厚労告百四十一）等の関係法を 

遵守し、事業を実施するものとする。 

 
＜クラス編成＞ 
年 齢 ク ラ ス 名 
0 、 １ 歳 児 ほし 
1 、 ２ 歳 児 つき 
  ※月齢に応じたクラスにて担任が保育します。 

   １歳児は年度の途中でクラス移行をする場合があります 

 

＜一日の流れ＞ 

時間 保育内容 

7：30 延長保育開始（平日のみ） 

8：30 登園/通常保育開始 

9：00 おやつ 排泄 

9：30 午前の保育 

11：15 
昼食準備（排泄・手洗い）  

昼食 

12：30 午睡 

15：00 目覚め 着替え 

おやつ準備（排泄・着替え） 

15：30 
おやつ 

午後の保育 

 降園/通常保育終了 

17：30 延長保育開始（平日のみ） 

18：30 延長保育終了 

※０歳児は子どもに応じて授乳・睡眠を行っています 



＜保育計画（全体計画）＞ 
●０歳児 

養
護 

生命の保持 一人一人の生活リズムが整うよう配慮する 

情緒の安定 
一人一人の発達状態を把握し、関わりや受容により安心して

過ごせるようにする 

教
育 

健やかにのびのびと育つ 
清潔になる心地よさやのびのびと手足を動かす楽しさを知る 

身近な人と気持ちが 
通じ合う 

特定の保育士との関わりにより信頼関係が生まれる 
保育士との関わりの中、安心感を持ち、整えられた 
環境の下、心地よい生活を送る 

身近なものと関わり 
感性が育つ 

身近な大人に語りかけられることにより、声を出したり、 
身振りで伝えようとしたりする 
いろいろな素材に触れ、全身で感触を楽しみ感性を育む 

 
●１、２歳児 

 １歳児 ２歳児 

養
護 

生命の保持 

身近な保育士との信頼関係が更に深

まり、気持ちのよい生活ができるよ

うにする 

保育士との関わりに中で、心身ともに

快適な生活が送れるようにする 

情緒の安定 

保育士との十分なスキンシップによ

り、心地よさや安心感を図れるよう

にする 

自分の気持ちを表せるように援助し、

共感しながら継続的な信頼関係を築

くようにする 

教
育 

健康 
身の回りの簡単な事を自分でしよう

とする気持ちが芽生える 

援助してもらいながら、自分でできる

事の楽しさや自分でできた事に喜び

を感じる 

人間関係 
身近な保育士や友達に関心を持ち、

真似をしたりして自ら関わろうとす

る 

身近な保育士や友達と安定した関わ

りの中で共感する喜びを持つ 

環境 
好きな玩具や遊具を使った遊びに関

わり、様々な遊びを楽しむ 

身近な物や動植物に好奇心や探究心

を持ち、遊びや生活に取り入れようと

する 

言葉 
話しかけややり取りの中で声や言葉

で気持ちを表そうとする 
生活や遊びの中で簡単な言葉でのや

り取りを楽しむ 

表現 
保育士と一緒に歌ったり手遊びをし

たりリズムに合わせて体を動かして

遊ぶ 

保育士や友達と遊ぶ中で自分なりの

イメージを膨らませ楽しんで遊ぶ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜年間行事予定＞ 

4 月 お花見 10月 
お祭り 

運動会 

5月 夏野菜苗植え  健康診断 11月 遠足 花苗植え 健康診断 

6月 歯科検診 12月 
クリスマス会・発表会 

歯科検診 もちつき 

7月 水遊び・七夕 なつまつり 1月  

8月 水遊び 2月 節分 

9月 お月見ごっこ 3月 親子遠足 おわかれ会 

 
12 給食等について 
  提供内容 

おやつ 
給食 

おやつ 
主食 副食 

０歳児 〇 〇 〇 〇 

１歳児 〇 〇 〇 〇 

２歳児 〇 〇 〇 〇 

 

＜給食の提供にあたって＞ 

・自園(くるみ園調理場)にて調理します。 

・くるみ園が休園日の給食にあたっては、お弁当を持参していただきます。 

土曜日の保育をご利用の際は必ず２営業日前の１７時までにご連絡をお願いします。 

・松山市の献立表を基に給食を提供します。 

・子ども一人一人の発達に合わせた食事の提供を行います。 

 

＜アレルギー対応について＞ 

当園は、アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応に努めています。 

・使用する食材の中にアレルギー等で食べられない物については、除去食にて対応 

いたします。その際には、主治医の意見書の提出をお願いします。主治医による 

意見書の指示に従って、除去食の提供を行います。除去については、保護者、調理員、 

担任で話し合いを行い、連携を取り合います。 

 
13 保護者に用意していただくもの 
（１）入園時にご用意いただくもの 
・通園かばん（リュック可） 

・食事用エプロン ・おしぼり ・スプーン/フォーク（ケースに入れて） ・タオル 

・おむつ  ・おむつマット  ・布団（布団袋） ・パジャマ（パジャマ袋） 

・着替え（上下服・下着等）  ・ナイロン袋 

 

（２）毎日持参いただくもの 

・通園用かばん(リュック可) ・スプーン/フォーク（ケースに入れて） ・タオル 

・食事用エプロン      ・おしぼり(濡らさずに)   ・おむつ（必要に応じて） 

・おむつマット   

 

 

 



（３）服装について 

・動きやすい服装  ・自分で脱ぎ着しやすい服装（1.2歳児） 

・なるべく、紐やフードなど引っ掛かりやすい服装は避けてください。 

 
14 登園・降園について 
（１）登園にあたっては、次の点に留意してください。 
・登園前には必ず体温や健康状態等の確認を行ってください。 
・当日に体調不良等で欠席する場合、登園が遅れる場合は 9 時までにご連絡をお願い 
いたします。 

・必ず、保育室まで子どもさんを連れて来ていただき、その日の体調等について職員へ 
伝えてください。 

・指定の感染症に罹患した後の登園初日には「登園届」の提出が必要です。 
 
（２）降園にあたっては、次の点に留意してください。 
・お迎えが保護者以外の方の場合は、誰が迎えに来るのかご連絡ください。 
・当日、延長保育を利用する場合は、必ず 17 時までにご連絡ください。 
（延長保育おやつの関係上） 
・必ず、保育室までお迎えに来てください。 

 
15 園と保護者との連携について 
・園での様子や食事量、睡眠時間等について迎え時にお知らせいたします。降園後と 

翌朝の家庭での様子をお知らせください。また、保護者と園が一緒に子どもさんを育てる

ためにも、子どもさんのことで心配事や分からない事等、いつでも職員へお尋ね 

ください。 

・毎月園だよりを発行します。園行事や保健衛生等についてお知らせします。 
 
16 健康管理、病気のときの対応 
・毎日、朝昼夕に検温を行います。微熱等ある場合は、必要に応じて検温を行います。 

・園の管理下にある時に、負傷があった場合は保護者へ連絡をし、必要の際はどの病院を

受診すればよいか相談し、園から病院へ連れて行きます。 

・園で熱が 38度以上でた場合は保護者方へ連絡し、その対応について相談します。 

・感染症による長期欠席後の登園については、医師の指示に従ってください。 

・投薬については、医療行為に当たるため原則として行いません。ただし、医師の処方を

受けた薬に限り、医師の指示に基づき行うことができます。必要がある場合は、 

「薬に関する連絡票」に記載の上、職員に手渡ししてください。 

 
17 感染症対策について 
感染症又は食中毒が発生、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策 

ガイドライン」に則り、感染症及び食中毒の予防のための衛生管理を、適切に実施します。 
・園の管理下にいる時に感染症が発生した場合は、保護者へ連絡をするとともに、 

医務室にて隔離し、まん延しない手立てを行います。 

・感染症が発生した場合は、乳児室、保育室のボードにてお知らせします。 

・感染症の２次感染を防ぐ為にも、予防接種は受けるようにしてください。 

 
 
 



18 障害児保育について 
・障害児保育を実施する場合、くるみ園職員と連携しながら、その子どもに応じた保育、 

療育を行います。 

 
19 医療的ケアが必要な児童の保育について 
・医療的ケアが必要な児童を保育する場合、主治医及び保護者の指示に従って、できる 

範囲の保育を行います。 

 
20 嘱託医 

以下の医療機関（小児科・内科）と嘱託医契約を締結しています。 
医療機関の名称 佐藤内科 医 院 長 名 佐藤 真 
所  在  地 愛媛県松山市鴨川１丁目 8-26 
電 話 番 号 089-978-0018 

 
21 嘱託歯科医 

以下の歯科医と嘱託歯科医契約を締結しています。 
医療機関の名称 まこと歯科クリニック 医 院 長 名 今井 真 
所  在  地 愛媛県松山市福角町甲 538-10 
電 話 番 号 089-978-7677 

 
22 緊急時における対応 
  保育の提供中に、子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、 
お子さまの保護者の方があらかじめ指定した緊急連絡先に連絡します。また、嘱託医又は 
子どもの主治医に相談する等の措置を講じます。 

  保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当保育所が 
責任を持って、しかるべき対処を行いますので、あらかじめ御了承願います。  

 
＜近隣の緊急連絡先＞ 

警察署 松山西警察署 

消防署 松山市消防局中央消防署城北支所 

 
23 非常災害時の対策 
  非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定めています。 

非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知する

とともに、毎月１回以上避難及び消火、救出その他必要な訓練を実施しています。 

防火管理者 秋山 優樹 

避難訓練 
火災・地震・水害を想定した避難訓練、消火訓練、通報訓練  

月 1回（地震訓練時には救出訓練を実施） 

防災設備 自動火災探知器・煙感知器・消火器・誘導灯 

避難場所 

第 1避難場所 園庭 

第 2避難場所 ラ・ルーチェ駐車場 

第 3避難場所 福角保育園 

大規模災害時 

避難場所 

第 1避難場所 松山福祉園 

第 2避難場所 いつきの里 

 



24 賠償責任保険の加入状況 

以下の保険に加入しています。 

保険会社名 ㈱損害保険ジャパン 

保険金額 1事故 7億円・1名につき1億円 

 

25 業務の質の評価について 

自己評価 

実施方法：保育士等の自己評価を毎年 1回行い、評価結果を 

基に全員で話し合いを実施。結果をホームページにて

公開。 

保護者アンケート 
実施方法：保護者アンケートを毎年１回行い、評価結果を 

     園内掲示板にて公開。 

 

26 苦情相談窓口 

  要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

相談・苦情受付担当者 氏名  矢野 恵理子      電話番号 089-995-8528 

相談・苦情解決責任者 氏名  芳野 道子       電話番号 089-995-8528 

第三者委員 

小林 保一 
電話番号 089-922-5265 

社会福祉法人 福角会 監事 

八木 孝教 
電話番号 089-979-0405 

社会福祉法人福角会 評議委員選任・解任委員 

行政等の受付機関 

松山市 
保健福祉部 保育・幼稚園課 

電話番号 089-948-6412 

愛媛県 

社会福祉協議会 

運営適正化委員会 

電話番号 089-998-3477 

受付方法：面接、電話、文書などの方法により、相談・苦情を受け付けています。 

スタッフルームの入り口にご意見箱を設置しています。 

 

27 虐待防止窓口 

   虐待防止に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

虐待防止責任者 氏名  矢野 恵理子       電話番号 089-995-8528 

 

28 個人情報保護に関する相談の受付・記録及び情報管理 

   個人情報に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

個人情報保護管理者 氏名  芳野 道子        電話番号 089-995-8528 

  園児に関する情報を提供する場合には、予め文書にて保護者の同意を得ることとしま

す。また、職員は個人情報の保護に努め、業務上知り得た個人情報については、在職中及

び退職後においても他に漏らしません。 

 

 

 

 

 



29 連携施設 

 連携施設の種類 保育所型認定こども園 

名称 認定こども園福角保育園 

所在地 愛媛県松山市福角町甲 1258 番地 2 

連携協力の概要 合同保育の実施、卒園後の受け入れ 

 

30 地域の育児支援について 

地域枠の定員を設けて、働きながら子育てする方の支援を行います。 

 
31 提供するサービスの第三者評価の実施状況 

実施の有無 有 
実施年月日 ２０２２年実施 

評価機関の名称 社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会 
結果の開示状況 愛媛県ホームページにて開示 

 
32 保護者等の言動に関する禁止事項 

1． 保護者その他の関係者（以下「保護者等」という。）は、職員または他の保護者・園児に 

対し、暴言・暴力・威嚇・侮辱・不当な要求・長時間のクレーム・SNS等への誹謗中傷・ 

性的言動その他、社会通念上不適切な言動を行ってはならないものとします。 

2． 保育所は、前項のような行為が確認された場合、事実確認を行い、必要に応じて当該 

保護者等に注意または改善の要請を行います。 

3． 保護者等が改善要請に応じず、または同様の行為を繰り返す場合、保育所は次の措置を 

講ずることがあります。 

 (1) 面談・連絡方法の制限（書面またはメール対応のみに限定等） 

 (2) 園行事・来園時の制限 

 (3) 他の保護者・園児の安全確保のための一時的な登園制限 

 (4) 児童の安全および保育環境の維持が困難と判断した場合の契約解除 

4． 保育所は、上記措置を講ずる際には、保護者等に理由を説明し、必要に応じて市町村・ 

関係行政機関等と連携のうえ対応します。 

5． 保護者等の行為が職員または他の園児・保護者に対して著しい危険を及ぼすおそれが 

ある場合、保育所は警察その他関係機関への通報を行うことができます。 

 

（安全で健全な保育環境の確保） 

１．保育所は、職員および園児が安心して保育活動を行えるよう、安全で健全な環境の維持に 

努めます。 

２．保護者等は、施設方針を尊重し、他の園児や職員への配慮をもって協力するものとします。 

３．職員への威圧的または不当な言動が確認された場合、適切な指導・助言・制限を行うことが 

あります。 

 
 

 

 

 

 

 

 



33 契約解除に関する事項 
１．事業所は、やむを得ない事情がある場合には、保護者に対し契約解除の理由を示した 

利用解除書で通知し、３０日間の予告期間をおいてこの契約を解除することができます。

ただし、次の事由に該当する場合には、事業所は保護者に契約解除の理由を示した 
利用解除書を通知することにより、直ちに 契約を解除することができます。 
(1)保護者が、登園に支払うべき、保育料金を２ヶ月以上滞納し、期限を定めて 
催告したにもかかわらず、その期限内までに支払いがない場合 

   (2)保護者が通知を行わず利用を 1 ケ月間行わなかった場合 
   (3)本契約の園児及び保護者が、他の園児の生命、身体、財産、信用を傷つけること等に 

よって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込め 
ない場合 

   (4)保護者及び園児が、故意または重大な過失等により当園または保育士等の生命、身体 
    財産、信用を傷つけること等によって、利用を聖俗しがたい重大な事情を生じさせ、

その状況の改善が見込めない場合 
 ２．事業所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を解除することができます。 

(1)保護者等の暴言・暴力・威嚇・不当要求その他の行為により、職員または他の園児 

保護者の安全・新進の健康に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(2)上記行為が改善されず、信頼関係の維持が困難であると認められるとき。 

(3)保育の提供に著しい支障が生じ、園運営に支障をきたすと判断されるとき。 

(4) その他、やむを得ない事由により安全な保育環境の確保ができないと 

 
 
 
 

当園における保育の提供を開始するにあたり、本書面に基づき重要事項の説明を 
行いました。 
 

 保 育 園 名：きらきらキッズ 
 
 所 在 地：松山市福角町甲１２８５番地１ 
 
 職名： 主任保育士                  説明者： 矢野 恵理子   印 
 
 
私は、書面に基づいてきらきらキッズの利用にあたっての重要事項の説明を受け、同意し

ました。 
 

   令和  年  月  日 
 
保護者住所： 
 

 児 童 氏 名： 
 
 保護者氏名：               印 
 
 児童から見た続柄：  
 



個人情報の利用目的について  

社会福祉法人福角会 きらきらキッズ 

  

保育園の通常業務で想定される個人情報の利用目的は以下のとおりです。  

■園児への保育サービスの提供に必要な利用目的  

１．内部での利用に係る事例  

（1） 保育サービス 

延長保育、連携施設との連携、地域交流活動、一時預かり 

（2） 管理運営業務  

① 入退園、登降園時の管理  

入園承諾書、入園申請書の写し、入園児童台帳、面接票、家庭環境調査書、成育歴お

よび健康管理に関する書類、緊急連絡表、災害時引き渡しカード、視診表（園児名簿）、

食事状況調査表  

② 会計・経理  

保育料、延長保育料、一時預かり料 

③ 事故等の報告  

民間保険会社  

④ 保育内容の質向上  

出席簿、児童票、個別指導計画、保育指導計画、保育日誌、会議録、身長体重記録表、

健康診断記録簿、視診表（健康チェック・睡眠チェック・検温）、誕生表、苦情受付

簿、名札（タオル掛け、靴箱、ロッカー、連絡ノート、その他の個人用持ち物）、写真

及び作品展示、各たより及び配付物、新聞等への必要に応じた掲載、テレビ取材協力  

（3） 費用の請求および収受に関する事務  

保育料・延長保育料  

２．他の事業者等への情報提供を伴う事例  

（1）検診、検査の実施機関…健康診断、歯科健診  

（2）家族等への心身の状況についての説明 

（3）損害賠償等にかかわる弁護士および保険会社等への相談・説明  

■上記以外の利用目的 

１．内部での利用にかかる事例  

（1）保育サービスや業務の維持・改善のための基礎資料  

（2）保育園内で行われる実習生、ボランティア受け入れ  

（3）保育園内において行われる事例研究等  

２．外部等への情報提供をともなう事例  

（1）外部監査機関、サービス評価機関への情報提供  

（2）保育研究会等への資料提供  

（3）移籍先への要録等の情報提供  

（4）児童相談所・教育相談所・ケース会議等への情報提供  

３．市から依頼を受け配布、提出する書類  

入園（継続）申請書、承諾書、勤務証明書、保育料通知書、保育料納付書  



保育園利用に関する個人情報の使用等に係る同意書 

 

以下に定める条件のとおり、園児         と保護者                

は、社会福祉法人福角会、三浦工業株式会社、医療法人祐心會が共同運営する『きらきらキッ

ズ』（以下、「当園」という。）が、園児および保護者、家族の個人情報を下記利用目的の必

要最低限の範囲内で使用、提供、または収集することに同意します。  

 

１．利用期間  

保育サービス提供に必要な期間に準じます。  

 

２．利用目的  

（１）園児の保育サービス事業を提供していくうえで必要なため  

（２）園児に関わる保育計画等の立案や円滑な保育サービスを提供していくために実施する

職員会議等への情報提供のため  

（３）保育内容の質を向上させていくための会議等において個々の情報を必要とするため  

（４）公的機関、医療機関等との連絡調整や嘱託医の意見を求める必要のある場合  

（５）園児の健康状況、生活状況を把握し健康、安全な生活ができる環境を提供するため  

（６）乳幼児などの保育に関する相談に対し、助言、指導が必要な際の情報提供のため  

（７）園児の安全かつ発育、発達に即した食事提供のため  

（８）会計・経理等園の管理運営上必要な場合  

（９）その他のサービス提供で必要な場合  

（10）上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合  

 

３．使用条件  

（１）個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しない。

また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後においても、

第三者に漏らさない。  

（２）個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開

示する。  

（３）当園における他のサービス契約が発生した際には、本書をもって同意を得たものとす

る。  

 

 

令和  年  月  日 

 

 きらきらキッズ 園長 あて 

 

 

保護者住所： 

 

 児 童 氏 名： 

 

              保護者氏名：                    印 

 

              児童から見た続柄：  

 
 


